
 

図書館資料等を活用した健康医療情報・保健福祉情報サービスに関する合意書 

 

東邦大学医学メディアセンター、東京医療センター図書室、東京医療保健大学附

属東が丘図書館及び目黒区立図書館（以下「各図書館」という。）は、各図書館が保

有する資料及び情報の活用により、健康医療・保健福祉に関する地域の課題解決及

び区民・利用者の啓発に資することができるよう、相互協力を推進するため、以下の

事項に合意する。 

 

（名称） 

第１条 当事業体は、「めぐりぶ健康ネット：めぐろ図書館健康情報連携」と称する。 

（目的） 

第２条 本合意書は、目黒区内に所在する各図書館が、健康医療・保健福祉の分野を

中心に、専門図書館、公共図書館というそれぞれの特性を活かして連携・協力し、

各図書館利用者の健康医療・保健福祉に関する情報提供や健康教育・学習の推進

を図るとともに、これらに関わる地域課題等の解決を支援することを目的とする。 

（連携・協力事項） 

第３条 各図書館は、前条の目的を達成するために、次の事項について連携・協力す

る。 

（１）定期的な情報交換 

（２）各図書館で実施する事業及びそれに伴う広報活動等の相互協力 

（３）共同で実施する企画展示、巡回展示等の企画及び運営 

（４）所蔵資料の情報及び目録の共有 

（５）各図書館の事業及び共同で実施する事業に伴う資料の連携協力 

（６）その他必要と認める事項 

（事業の実施） 

第４条 前条に掲げる連携・協力事項の具体的実施に当たっては、協力方法、成果の

利用等について各図書館の担当部署と協議した上で、行うものとする。 

（合意書の有効期間） 

第５条 本合意書の有効期間は協定締結の日から３年間とする。ただし、いずれから

も更新しない旨の申し出がない場合は自動更新するものとする。 

（その他） 

第６条 本合意書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、各図書館で

協議する。 

  



 

 
 

 
本合意書の締結を証するため、本合意書４通を作成し、各々１通を保管する。 
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